
令和８年度河川における放射性セシウムの移行状況観測事業に係る 

河川流量観測業務 委託仕様書 

 

１ 委託業務の名称 

  令和８年度河川における放射性セシウムの移行状況観測事業に係る河川流量観測業務 

 

２ 目的 

  本仕様書は、福島県（以下「甲」という。）が、委託先事業者（以下「乙」という。）に

委託する上記業務（以下「本業務」という。）を円滑かつ効果的に行うために必要な事項

を記載したものである。乙は本仕様書に従い本業務を遂行するものとする。 

 

３ 委託業務の目的 

  河川は、陸域に沈着した放射性セシウムの主要な移動経路の一つである。甲は、河川周

辺に居住し、河川水を利用する住民の安心・安全に資するため、河川における放射性セシ

ウムの移行状況に関する観測を実施する。本業務は当該観測の一環として、河川の横断面

測量、流量観測及び水位－流量曲線（以下 h-Q 曲線という。）の算出を行い、放射性セシ

ウムの移行量把握に資する情報を入手することを目的とする。 

 

４ 履行期限 

  令和９年３月１９日 

 

５ 委託業務の内容 

  河川における放射性セシウムの移行状況に関する観測事業の一環として、河川の横断

面測量及び流量観測を実施し、この結果に基づいて h-Q 曲線を算出する。 

  乙が実施する業務は次のとおりとする。 

（１）業務履行に係る打合せ 

   業務開始前・中間報告・業務完了時の３回、福島県環境創造センター本館にて打合せ

を実施する。乙は打合せ結果を打合せ記録簿（様式任意）に記録し、甲乙相互に確認を

行う。 

（２）観測地点の現地確認 

甲乙の担当者は別表１に示す観測地点（８地点）について、現地確認を行い、測線を

決定する。「令和７年度河川における放射性セシウムの移行状況観測事業に係る河川流

量観測業務」（以下「前年度事業」という）で観測を行った地点については、同じ測線

で観測を実施することとするが、河川工事等のためやむを得ない場合は、甲乙協議のう

えで観測を実施する測線を変更することができる。甲は現地確認の前に、乙に前年度事

業で得られた河床断面図を提供する。 



（３）横断面測量 

ア 乙は、５（２）で決定した測線において、河川の横断面測量を行う。川幅を７～10

等分した幅で測点を設け、流量観測に必要な河床断面図を作成する。 

イ 河川の横断面測量については、契約期間中１回実施することとする。契約期間中

に、大規模な出水等により大きく断面形態が変化した場合は、甲乙協議の上、再測量

し河床断面図を修正することとする。 

（４）平水時の流量観測 

ア 乙は、５（２）で決定した観測地点において、平水時流量観測を１回実施する。な

お、原則として当該地点の横断面測量と同一日に実施すること。測定方法について

は、「国土交通省河川砂防技術基準 調査編 平成 26年４月版」の第４．５節「可

搬式流速計による流速計測法」を基本とし、甲と協議の上、適切な方法を採用する。 

イ 使用する流速計は電磁流速計を想定し、機差による影響を防ぐため全地点で同一

の機種を用いることとする。電磁流速計は、流速計検定所（係数試験所）において検

定（係数試験）済みのもの又はそれと同等以上のものを用いること。 

ウ 測定開始及び終了時の時刻を記録し、別表１にテレメータ地点名の記載がある地

点については最も近い時刻のテレメータ水位の値を、記載がない地点については測

定時の水深の値を記録する。 

（５）出水時の流量観測 

ア 乙は、５（２）で決定した観測地点において、降雨又は冬期の融雪に伴う出水時

に、以下に示す要領で出水時流量観測を行う。なお、乙が河川への立ち入りが困難と

判断した場合の測定方法については、「国土交通省河川砂防技術基準 調査編 平

成 26年４月版」の第４．６節「浮子による流速計測法」を基本に、甲と協議の上、

安全な方法を採用する。 

イ 実施回数は各観測地点ごとに年１回とする。実施時期については、甲と協議の上、

適切に調査を実施することとする。なお、同一の出水時に全ての地点で観測を行うこ

とは求めない。 

ウ 降雨に伴う出水の場合は、雨の降り始めから 24 時間が経過するまでの間に観測を

開始し、１地点３時間以上の間隔を空け、３回の観測を実施することを原則とする。

融雪に伴う出水の場合は、観測の開始から 24時間の間に、１地点３時間以上の間隔

を空け、３回の観測を実施することを原則とする。いずれの場合も、観測地点の最高

水位付近のデータを取得できるよう努めること。 

エ 出水時調査の開始及び終了の際は、乙は甲に電話等でその旨を速やかに報告する

こと。 

（６）懸濁物質量（SS）の測定 

   乙は、上記（４）及び（５）の作業に併せて、河川水の懸濁物質量を測定する。 

   乙は河川流量の観測時に、河川水 1 L を採取して持ち帰り、JIS K102（工場排水試験



方法）に準じて懸濁物質量の測定を行うこと。なお、ろ過材にはあらかじめ 450℃で 4

時間強熱し、有機物を除去したガラス繊維ろ紙（GF/F、孔径 0.7 µm）を用いること。

懸濁物質量の測定は採水後 1 か月以内に実施し、測定後のろ紙は速やかに甲へ提出す

ること。 

（７）h-Q 曲線の作成 

ア 上記（３）～（５）にて取得したデータ及び甲が提供する前年度事業で得られたデ

ータをもとに、乙は各観測地点における h-Q 曲線を作成し、甲に報告する。適用可

能な水位の範囲として、流量観測時の最低水位と最高水位についても付記すること。

また、付属資料として、流量観測野帳の写し（国土交通省 水文観測業務規定細則 

様式２の１の１及び２の１の２、または様式２の２の１及び２の２の２）、観測流量

表（同 様式３の９）、水位流量曲線図（同 様式３の 10）、h-√Q 図（任意様式）

を作成し、添付すること。 

（８）中間報告 

   乙は、令和８年 11月 30 日までに、それまでに得た観測データによって作成された、

地点ごとの観測流量表を甲に提出すること。甲から、提出された観測流量表について質

問を受けた場合は、これに速やかに回答すること。 

（９）その他 

ア 本業務の実施にあたって、調査に必要な測量機器及び消耗品等に係る費用は乙が

負担するものとする。 

イ 本業務の実施にあたって、乙は、本仕様書及び設計図書等に明示なき事項又は疑

義を生じた場合には、速やかに甲に申し出て協議するものとする。 

ウ 本業務の実施にあたって、乙は、作業員の人身事故等防止に万全の措置を講じな

ければならない。なお、本業務に関して起こった事故については、乙の責任において

措置するものとする。 

エ 本業務の実施中及び実施後において、乙の責に帰すべき事由によって損害が生じ

た場合には、すべて乙の負担により補修・損害への対応等必要な措置を講じること。

また、そうした損害に対し確実に対応ができるよう、必要な保険に加入すること。な

お、その費用については本業務の委託費用に含むものとする。 

    

６ 成果品 

  乙は、本業務終了時に成果品として、甲に次の資料等を提出すること。 

（１）報告書（A4サイズファイル綴じ） ２部（以下に示す内容を含むものとする。） 

 ・河床断面図 

 ・流量観測野帳の写し 

 ・観測流量表 

 ・水位流量曲線図 



 ・h-√Q図 

 ・作業記録票・写真票 

 ・河川水質測定結果 

 ・その他、甲が指示したもの 

（２）上記報告書の電子データを保存した CD-R など １式 

 

７ 守秘義務 

受注者は発注者の書面による承諾を得ない限り、いかなる場合においても本業務の履

行中に知り得た業務に関する事項及び付属付随する事項を第三者に漏らしてはならない。 

 

８ 著作権等の扱い 

（１）成果品に関する全ての著作権（著作権法第２７条及び第２８条に定めのあるものを含

む）、著作隣接権、商標権、商品化権、意匠権及び所有権（以下「著作権等」という。）

は、甲が保有するものとする。 

（２）成果品に含まれる乙又は第三者が権利を有する著作物等（以下「既存著作物」という。）

の著作権等は、個々の著作者等に帰属するものとする。 

（３）納入される成果品に既存著作物が含まれる場合は、乙が当該既存著作物の使用に必要

な費用の負担及び使用許諾契約等に係る一切の手続きを行うものとする。 

 

９ 提出書類 

  乙は、委託契約書に定めるもののほか、次の各号に掲げる書類を甲に提出すること。 

（１）契約締結後に速やかに提出するもの 

   ・委託業務着手届 

   ・委託業務主任技術者通知書 

   ・作業計画書 

   ・その他、甲が業務の確認に必要と認める書類 

（２）業務完了後に速やかに提出するもの 

   ・委託業務完了届 

   ・その他、甲が業務の確認に必要と認める書類 

 

10 主任技術者 

  乙は、本業務にあたって、技術上の管理をつかさどる主任技術者を定め、契約締結後速

やかに書面で甲に通知しなければならない。 

 

 

 



11 その他 

  乙は、本業務に疑義が生じたとき及び本仕様書により難い事由が生じたときは、甲と速

やかに協議しその指示に従うこと。 

 

 

 

別表１：観測地点所在地一覧 

番号 地点名 水系名 河川名 
テレメー

タ地点名 
所在地及び緯度・経度 

1 口太川上流 阿武隈川 口太川 - 
伊達郡川俣町山木屋字菅ノ又 

（北緯 37.5908，東経 140.6883 付近） 

2 口太川下流 阿武隈川 口太川 西谷 
二本松市太田字蛇渕（蛇ヶ淵橋近傍） 

（北緯 37.5810，東経 140.5420 付近） 

3 大関 阿武隈川 広瀬川 大関 
伊達市梁川町大関字土平（間野橋上流約 50 m） 

（北緯 37.8392，東経 140.6155 付近） 

4 小国川 阿武隈川 広瀬川 - 
伊達市霊山町山野川字下在家 

（北緯 37.8090，東経 140.6138 付近） 

5 落合橋 阿武隈川 広瀬川 川俣 
伊達郡川俣町飯坂字関ノ上（落合橋近傍） 

（北緯 37.6763，東経 140.6090 付近） 

6 富田 阿武隈川 逢瀬川 富田 
郡山市備前館２丁目（富田橋近傍） 

（北緯 37.4150，東経 140.3615 付近） 

7 太田 太田川 太田川 太田 
南相馬市原町区上太田字上ノ内（上ノ内橋下流約 100 m） 

（北緯 37.6035，東経 140.9550 付近） 

8 小高 小高川 小高川 小高 
南相馬市小高区上町２丁目（南小高橋近傍） 

（北緯 37.5668, 東経 140.9842 付近） 

 


